
内
閣
衆
質
一
五
一
第
一
二
五
号

平
成
十
三
年
七
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
問
題
の
解
決
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
十
七
日
受
領

答

弁

第

一

二

五

号



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
問
題
の
解
決
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
及
び
二
に
つ
い
て

昭
和
五
十
五
年
五
月
一
日
以
後
に
医
薬
品
が
適
正
な
目
的
で
適
正
に
使
用
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
薬
品
の
副
作
用

に
よ
っ
て
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
に
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
健
康
被
害
の
程
度
に
応
じ
て
、
医
薬

品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
調
査
機
構
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す

る
給
付
（
以
下
「
救
済
給
付
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
救
済
給
付
に

関
す
る
制
度
の
一
層
の
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

ま
た
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
の
患
者
の
う
ち
、
視
力
の
著
し
い
低
下
等
に
よ
り
身
体
障
害
者
福
祉
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
視
覚
機
能
の
障
害
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
に
基
づ
き
、

そ
の
障
害
の
程
度
等
に
応
じ
、
市
町
村
か
ら
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣
、
盲
人
安
全
つ
え
等
の
補
装
具
の
給
付
、
更
生
医
療

の
給
付
と
し
て
の
角
膜
移
植
の
実
施
等
の
各
種
の
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
と
し

て
は
、
引
き
続
き
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
の
患
者
を
始
め
、
視
覚
機
能
に
障
害
を
有
す
る
者
に
対
す
る
保

一



健
福
祉
施
策
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
施
策
の
一
層
の
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
に
係
る
治
療
研
究
に
つ
い
て
は
、
厚
生
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
ヒ
ト
ゲ
ノ

ム
・
再
生
医
療
等
研
究
事
業
に
お
い
て
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
等
の
難
治
性
角
膜
疾
患
に
対
し
て
羊
膜

移
植
が
有
効
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
た
羊
膜
培
養
法
等
の
研
究
を
平
成
十
二
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
三
年
計
画
で

実
施
し
、
さ
ら
に
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
等
の
薬
物
有
害
反
応
を
未
然
に
回
避
す
る
た
め
に
有
効
な
方

法
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
研
究
を
平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
三
年
計
画
で
実
施
す
る
予
定
で
あ

る
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
の
治
療
法
及
び
予
防
法
の
確
立
に
向
け
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
を
積
極
的
に
推

進
し
て
ま
い
り
た
い
。

政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
施
策
を
着
実
に
実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
に
係
る

対
策
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

二


